
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 28 年 12 月 16 日号   編集・発行 国見町総務課 

●年末年始のごみ収集 

●年末年始水道工事当番店 

■年末年始の水道修繕工事当番店は、次のとおりです。 

 

月 日 指定店名 電話番号 

１２/２９（木） (有)齋久設備 ５８５－２３１０ 

１２/３０（金） 国見ガス住宅設備(株) ５８５－２１３７ 

１２/３１（土） 根本建設(株) ５８５－１１５３ 

１/ １（日） (有)高城工業 ５２９－２２２２ 

１/ ２（月） (有)後藤設備 ５８５－３１０３ 

１/ ３（火） (株)渡辺建設 ５８５－２４０４ 

 

■問い合わせ 上下水道課水道係 ☎５８５－２９９７ 

○町による収集 

■年  末  １２月３０日（金）まで 

■年  始   １月 ４日（水）から 

■粗大ごみ   １月１１日（水） 

        １月２５日（水） 

 ※粗大ごみを出す際は、収集日の前日

（平日の８：３０～１７：１５）までに、 

 品目と数量を住民生活課へご連絡くだ

さい。 

 

○伊達地方衛生処理組合清掃センターへ

直接搬入する場合 

■年  末  １２月３０日（金）まで 

■年  始   １月 ４日（水）から 

■受付時間   ８：４０～１１：３０ 

       １３：００～１６：００ 

 ※３０日のみ、１５：００まで 

■問い合わせ・連絡先 

 住民生活課住民防災係 

 ☎５８５－２１１６ 

 住宅用火災警報器について、新築住宅へ

の設置の義務化から今年で１０年が経過し

ました。住宅用火災警報器の電池の寿命は

１０年が目安となっております。万が一の

火災発生時に警報音が鳴らないことがない

よう、定期的に作動確認をしましょう。 

 

【住宅用火災警報器に関する 

お問い合わせ・ご相談は】 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ☎０１２０－５６５－９１１ 

一般社団法人 日本火災報知機工業会 

 

 

■問い合わせ 

住民生活課住民防災係 

☎５８５－２１１６ 

●住宅用火災警報器の 

作動確認をしましょう 

年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動 H28.12.10～H29.1.7 

【運動のスローガン】 「こんばんは 早めのライトで ごあいさつ」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●農業所得に係る記帳・決算説明会の開催 

（白色申告者の方が対象となります。） 

農業所得を有する白色申告者を対象に記帳・決算に関する説明会を開催します。 

平成２６年１月より記帳・帳簿等保存制度が拡大されたことにより事業所得、不動産所

得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。説明会では具体的な記帳

の仕方から決算までについて説明・演習を行いますので、この機会にぜひご利用ください。 

参加を希望される方は、希望日時を税務課まで連絡くださいますようお願いします。 

●事業用資産をお持ちの方は 

償却資産申告が必要です 
 

 国見町内で事業を行っている方で、事業

用資産（償却資産）をお持ちの方は、毎年

１月１日現在所有している償却資産につ

いて、申告していただく必要があります。 

 前年に申告をいただいた方、又は申告の

必要があると思われる方については、１２

月中に申告のお知らせを送付します。申告

書を作成のうえ、期限までに申告書を提出

していただくようお願いします。 

 

■提出期限 

平成２９年１月３１日（火） 

■問い合わせ・提出先 

税務課課税係☎５８５－２７７９ 

 

 

●医療従事者の皆さんは届出を 

忘れずに！ 

 

 
 

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・歯科

衛生士などの皆さんには、医師法等関係法

律により、２年に１度、住所や従事先等を

記載した届出票の提出が義務付けられてお

ります。 

平成２８年は届出の年にあたりますの

で、該当する方は平成２８年１２月３１日

現在の状況を保健所まで届け出てくださ

い。 

■届出対象者 

（１）日本に居住し、日本の医籍・歯科医

籍・薬剤師名簿に登録されている全て

の医師・歯科医師・薬剤師（従事して

いない方も含みます） 【届出先：住

所地または就業地を管轄する保健所】 

（２）県内で就業している保健師・助産師・

看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科

技工士 【届出先：就業地を管轄する

保健所】 

■保健所への提出期限 

 平成２９年１月１６日（月） 

■問い合わせ 

 県北保健福祉事務所☎５３４－４１０４ 

県庁保健福祉総務課☎５２１－７２１７ 

県庁医療人材対策室☎５２１－７２２２ 

■日 時 平成２９年１月１６日（月） 

 １３：３０～１５：３０ 

（約２時間）  

■会 場 国見町観月台文化センター  

大研修室 

■定 員 ３０名程度（先着順） 

■持参物 平成２８年分農業マネジメント

（ＪＡ取引分）・領収書等（ＪＡ

取引分以外）・電卓・筆記用具 

※開催当日までに平成２８年分農業マネジ

メントが届かない場合は、平成２７年分

農業マネジメントをご持参ください。 

■申込方法 次の問い合わせ先へ平成２９

年１月１０日(火)迄にお申し

込みください。（電話も可） 

 

■問い合わせ・申込 

税務課課税係 ☎５８５－２７７８ 

国見町では、町のホームページ・ツイッ

ター・フェイスブックでさまざまな情報

を発信しています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●マイナンバーカード（個人番号カード）を交付します 

 マイナンバーカード（個人番号カード）を申請された方に、「個人番号カード交付通知書兼照

会回答書」を郵便により送付します。 

通知書に必要事項を記入し、次のものを持参のうえ、住民生活課戸籍係窓口にご来庁くださ

い。また、カード交付の期限は「通知書記載の発行日より１カ月」です。(交付の際、顔認証シ

ステムを用いることがあります。あらかじめ、ご了承お願いします。) 

 なお、代理人によるマイナンバーカード（個人番号カード）の受け取りは「病気、身体の障

害等によるやむを得ない理由」がある方のみ可能です。ご希望の方は、担当までご連絡くださ

い。 

■持参いただくもの 

・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポ

ート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)…１

点 

※顔写真付きの証明書をお持ちでない方 

…保険証、年金手帳・証書、介護保険証等を２点 

・記入した照会回答書…１枚 

(照会回答書をお持ちでない場合、顔写真付きの

本人確認書類 2点が必要) 

・通知カード…１枚(個人番号カードと引き換え) 

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)…１枚 

 (個人番号カードと引き換え) 

■交付日・時間 

 ・窓口業務を行う平日 

８：３０～１７：１５ 

(木曜日の窓口延長時の交付受付

は、１８：３０まで) 

・マイナンバーカード(個人番号カー

ド)交付臨時窓口 

１２月２５日(日) 

８：３０～１６：３０ 

■問い合わせ  

住民生活課戸籍係 

☎５８５－２１１５ 

●使用済小型家電リサイクルの 

特別回収 
 

 町では昨年の１２月から使用済小型

家電の回収を開始しましたが、回収ボ

ックスに入らない小型家電の回収を次

のとおり実施します。 

ごみの減量化と再資源化にご協力を

お願いします。 

■日 時 １２月２５日（日） 

８：３０～１７：００ 

■場 所 国見町役場 

 １階 住民生活課 

■対象品  

パソコン、ラジカセ、電話機、ビデ

オデッキ、カーステレオなど回収ボ

ックスに投入できない縦 15 ㎝×横

30 ㎝以上の小型家電 

 

■問い合わせ・連絡先 

住民生活課住民防災係 

 ☎５８５－２１１６ 

●ペットはマナーを守って 

飼育してください！！ 

 
 ○犬などのペットを散歩させる際には、ビニール

袋等を持参し、フンは放置せずに必ず持ち帰っ

て、飼い主の責任で処理してください。 

○飼い犬を迷子にさせないでください。（鑑札、

注射済票番号を装着することで、飼い主がわか

ります。） 

○ペットが逃げてしまったら、保健所、役場、警

察等へすぐ連絡しましょう。 

○ねこの放し飼いは、ご近所への迷惑や交通事故

の発生に繋がりますので、室内での飼育に努め

てください。 

○野良ねこへエサを与えるとその場所がねこの

たまり場になり、ご近所への迷惑に繋がりま

す。ねこにエサを与える方は「ご自身が飼い主

である」ことに責任を持って飼育してくださ

い。 

■問い合わせ・連絡先  

住民生活課住民防災係 

☎５８５－２１１６ 

県北保健福祉事務所食品衛生チーム 

☎５３４－４３０５ 



復興情報 第 104号 平成 28年 12月 16日 

国見町災害対策本部（国見町大字藤田字一丁田二 1番 7） 電話番号 585-2116 

①町内各地の空間線量率                  （単位：マイクロシーベルト/時） 
地区 測定場所 測定条件 12/7 12/14 
小 坂 小坂農村総合管理センター（土） 1ｍ 0．13 0．12 
小 坂 泉田中集会所（土） 1ｍ 0．11 0．10 
藤 田 石母田財産区事務所（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．07 
藤 田 観月台文化センター（芝生） 1ｍ 0．12 0．09 
森江野 上野台運動公園管理棟（アスファルト） 1ｍ 0．08 0．08 
森江野 森江野町民センター（アスファルト） 1ｍ 0．09 0．12 
森江野 塚野目集会所（アスファルト） 1ｍ 0．12 0．12 
森江野 桜の森（土） 1ｍ 0．16 0．13 
大木戸 大木戸ふれあいセンター（土） 1ｍ 0．08 0．07 
大木戸 貝田駅（土） 1ｍ 0．17 0．17 
大 枝 国見東部高齢者等活性化センター（土） 1ｍ 0．10 0．09 

◆問い合わせ 原発災害対策課 ☎585-2158 
②保育所・幼稚園・小学校・中学校の空間線量率      （単位：マイクロシーベルト/時） 
測定場所 測定条件 12/7 12/14 測定場所 測定条件 12/7 12/14 
藤田保育所 50ｃｍ 0．10 0．16 国見小学校 50ｃｍ 0．07 0．08 
くにみ幼稚園 50ｃｍ 0．05 0．06 県北中学校 1ｍ 0．09 0．09 

◆問い合わせ 学校教育課 ☎585-2892 
③仮置場の空間線量率及び地下水の放射能物質濃度（測定：地上１ｍ、単位マイクロシーベルト/時） 

仮置場 測定地点 12/7 12/14 仮置場 測定地点 12/7 12/14 

藤田方部 1号 
（山崎字前柳） 

進入口 
0．14 
(12/6) 

0．12 
(12/13) 

森江野方部 1号 
（大字徳江・塚野目） 

南側 
町道沿 

0．10 0．10 

藤田方部 2号 
（石母田字矢来） 

進入口 
0．12 
(12/9) 

12/16
測定 

森江野方部 2号 
（徳江字江添） 

進入口 0．09 0．07 

中心 0．10 0．09 

藤田方部 3号 
（藤田字滑沢三） 

進入口 0．10 0．08 大木戸方部 2号 
（高城字西） 

進入口 0．07 0．06 

中心 0．08 0．07 中心 0．07 0．08 

藤田方部 4号 
（藤田字鶉町六） 

進入口 0．13 0．14 大木戸方部 3号 
（大木戸字大久保） 

進入口 0．08 0．08 
中心 0．09 0．08 中心 0．09 0．09 

小坂方部 1号 
（泉田字大松山） 

進入口 
0．06 
(12/8) 

雪のため未測定 
(12/15) 

大枝方部 1号 
（大字西大枝） 

進入口 0．08 0．07 
中心 0．05 0．06 

小坂方部 2号 
（新内谷） 

進入口 0．10 0．09  ※12/7、12/14の地下水の放射能物質濃度は、全
ての仮置場において「不検出」となっています。 中心 0．13 0．10 

※藤田方部 1 号は藤田方部会で前日の火曜日に測定、藤田方部 2 号は藤田方部会で 12 月 9 日より金曜日に測
定、小坂方部１号は小坂方部会で 12/8 と/15 に測定、森江野方部 1 号は森江野方部会で測定しています。 

※搬入中の仮置場は、敷地内の中心でも測定しています。 ◆問い合わせ 原発災害対策課 ☎585-2158 

④県北浄化センター内の空間線量率     ⑤県北浄化センター脱水汚泥に含まれる放射能物質濃度 
       （単位：マイクロシーベルト/時）              （単位：ベクレル/ｋｇ） 

測定場所 測定条件 11/1 11/30 

 

 採取月日 核種濃度 備考 

副門入口（アスファルト） 1ｍ 0．13 0．13 最小値 
11/9,25, 
27～30 

0 セシウム 
134・137 合計 

汚泥保管テント（アスファルト） 1ｍ 0．14 0．10 最大値 11/4 106 
震災当時、留め置きされた約 25,075ｔ（保管テント数 67 張）の汚泥が 11 月末で約 24,311ｔ処理され、下水
汚泥保管量は約 764t（保管テント数 22 張）となり、平成 29 年 3 月末までに全量場外搬出される見込みとなっ
ています。【公益財団法人福島県下水道公社測定および集計】  ◆問い合わせ 下水道係 ☎585-2984 

⑥飲料水（水道水）の放射能物質濃度モニタリング検査結果 

測定場所 取水場所 
12/7 12/14 

ヨウ素  セシウム ヨウ素  セシウム 
町水道事業 観月台文化センター ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 
泉田・泉田下簡易水道 泉田字石田後地内 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

ＮＤ：検出限界値未満 検出限界値：1Bq/kg 
※福島県内の水道水モニタリング検査結果については、福島県ホームページ（東日本大震災関連情
報/各種モニタリング結果）で公表しています。     ◆問い合わせ 水道係 ☎585-2997 


